
・食品衛生法（抜粋） 

〔廃棄命令等〕 

第５４条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者が第６条、第９条、第１０条、第１１

条第２項若しくは第３項、第１６条若しくは第１８条第２項の規定に違反した場合又は第

８条第１項若しくは第１７条第１項の規定による禁止に違反した場合においては、営業者

若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を 廃棄させ、又はその他営

業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができ

る。販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しよう

とする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なけれ

ばならない。 

 

 

 

・関税法（抜粋） 

〔税関事務管理人〕 

第９５条 個人である申告者等（税関関係手続を行うべき者をいう。以下この条において同

じ。）が本邦に住所及び居所（事務所及び事業所を除く。）を有せず、若しくは有しないこ

ととなる場合又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である申告者等が本邦

にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、税関関係

手続及びこれに関する事項（以下この項及び第 3 項において「税関関係手続等」という。）

を処理する必要があるときは、その者は、当該税関関係手続等を処理させるため、本邦に

住所又は居所（法人にあつては、本店又は主たる事務所）を有する者で当該税関関係手続

等の処理につき便宜を有するもののうちから税関事務管理人を定めなければならない。  

2  申告者等は、前項の規定により税関事務管理人を定めたときは、政令で定めるとこ

ろにより、当該税関事務管理人に係る税関関係手続に係る税関長にその旨を届け出なけれ

ばならない。その税関事務管理人を解任したときも、また同様とする。  

3  税関関係手続等を処理した税関事務管理人は、当該税関関係手続等に係る申告者等

が第 7 条の 9 第 1 項及び第 67 条の 6 第 1 項（帳簿の備付け等）並びに前条第 1 項（同

条第 2 項において準用する場合を含む。）の規定により保存すべきこととされている帳簿

書類について、税関長から提示を求められた場合には、当該税関長に当該帳簿書類を提示

しなければならない。この場合において、当該申告者等は、当該税関事務管理人に対して、

その提示のため必要な便宜を与えなければならない。  

4  第 1 項及び第 2 項において「税関関係手続」とは、輸入申告その他この法律又は 関

税定率法 その他の関税に関する法律の規定に基づく手続（本邦に入国する者又は本邦から

出国する者がその入国又は出国の際に行うものその他政令で定めるものを除く。）をいう。 


